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統計表を見る方のために

19   不服審査

20   訴訟事件

   なお、原告、被告の区分はすべて当該事件の第一審における原告、被告の区分によっている。

21   直接国税犯則事件

22   間接国税犯則事件

23   税理士の登録者数

   この統計表は、平成17年6月30日現在における税理士等の状況を掲げたものである。

24   税務相談及び苦情

   この統計表は、平成16会計年度内における税務相談及び苦情の受理状況を掲げたものである。

この統計表は、平成16会計年度内の国税犯則取締法に基づく間接国税に係る犯則事件に関する事績

を①検挙及び処理の状況、②通告処分及び履行状況、③酒税の違反行為別検挙の状況、④酒税以外

の間接税の違反行為別検挙の状況に区分して掲げたものである。

19 ～ 24   そ         の         他

この統計表は､平成16会計年度内における賦課若しくは徴収又は滞納処分に関連して国、国税局長又

は税務署長を当事者又は参加人とする訴訟の事績について①国側被告事件（賦課若しくは徴収）と②国

側原告事件（滞納処分）に区分して掲げたものである。

この統計表は、平成16年中における国税犯則取締法に基づく直接国税に係る犯則事件に対する処分

の状況について掲げたものである。

この統計表は、平成16会計年度内における国税通則法及び行政不服審査法（行政機関の保有する情

報の公開に関する法律に関するものを除く。）による不服申立ての事績を①異議申立てと、②審査請求と

に分けて掲げたものである。
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19

（１）  異議申立て

件 件 件 件 件 件 件 件 件

8           -           4           -           -           17         -           17         -          

処 分 に 係 る も の 17         -           10         4           14         12         -           12         -          

不作為に係るもの -           -           -           -           -           -           -           -          -          

25         -           14         4           14         29         -           29         -          

1           -           -           -           -           -           -           -          -          

-           -           6           -           -           6           -           6          -          

5           -           -           -           -           2           -           2          -          

-           -           -           1           -           -           -           -          -          

10         -           8           3           2           15         -           15         -          

-           -           -           -           -           5           -           5          -          

1           -           -           -           2           1           -           1          -          

-           -           -           -           -           -           -           -          -          

16         -           14         4           4           29         -           29         -          

8           -           -           -           10         -           -           -          -          

2

（２）  審査請求

件 件 件 件 件 件 件 件 件

7           -           4           7           3           3           -           3          -          

処 分 に 係 る も の 19         -           13         2           2           21         -           21         -          

不作為に係るもの -           -           -           -           -           -           -           -          -          

1           -           -           -           -           -           -           -          -          

27         -           17         9           5           24         -           24         -          

-           -           -           -           -           -           -           -          -          

-           -           2           -           -           1           -           1          -          

-           -           -           -           -           -           -           -          -          

6           -           2           4           -           13         -           13         -          

-           -           -           1           -           -           -           -          -          

-           -           -           2           3           -           -           -          -          

-           -           -           -           -           -           -           -          -          

6           -           4           7           3           14         -           14         -          

21         -           13         2           2           10         -           10         -          

そ の 他

本 年 度 未 決 繰 越 件 数

本 年 度 に
申 立 て た

件 数

本

年

度

処

理

済
変 更 そ の 他

消 費 税
法 人

特別税等
地 方

消 費 税

却 下 件 数

み な す 取 下 件 数

本 年 度 未 決 繰 越 件 数

一 部 取 消 件 数

変 更 そ の 他

取 下 件 数

却 下 件 数

みなす審査請求とは、国税局長又は税務署長等が異議申立てを審査請求として取り扱うことを適当と認め、 か
つ、異議申立人がそれに同意したとき、あるいは更正決定等について審査請求がされている場合に、その更正決定
等に係る課税標準等についてされた他の更正決定等に対し異議申立てがされたときに審査請求がされたものとみ
なされたものをいう。

計

本 年 度 に
請 求 し た
件 数

本

年

度

処

理

済

み な す 取 下 件 数

棄 却 件 数

計

全 部 取 消 件 数

法 人
特別税等

地 方
消 費 税

法 人 税 贈 与 税 消 費 税

前 年 度 未 決 繰 越 件 数

計

不 服 審 査

計

申 告
所 得 税

相 続 税
源 泉

所 得 税

用語の説明  ： 1

法 人 税 相 続 税 贈 与 税

取 下 件 数

区 分
源 泉

所 得 税
申 告

所 得 税

棄 却 件 数

全 部 取 消 件 数

一 部 取 消 件 数

み な す 審 査 請 求 件 数

本
年
度
要
処
理

   調査対象     ： 平成16年4月1日から平成17年3月31までの間における国税通則法および行政不服審査法（行政機関の保有する
情報の公開に関する法律に関するものを除く。）に基づく「異議申立て」の事績

不作為とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内になんらかの処分その他公権力の行使に当たる
行為をすべきにもかかわらず、これをしないことをいう。

調査対象  ：  平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間における国税通則法及び行政不服審査法（行政機関の保有する
情報の公開に関する法律に関するものを除く。）に基づく「審査請求」の事績

区 分

み な す 審 査 請 求 件 数

本
年
度
要
処
理

そ の 他

前 年 度 未 決 繰 越 件 数
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そ の 他 平成15年度 平成14年度 平成13年度 平成12年度 平成11年度

件 件 件 件 件 件 件 件

-          1          47        7            6            12          38          45          

-          3          72        100        47          56          120        135        処 分 に 係 る も の

-          -          -          -            -            -            -            -            不作為に係るもの

-          4          119      107        53          68          158        180        

-          -          1          4            -            -            -            -            

-          -          18        -            -            -            -            36          

-          1          10        20          3            8            1            13          

-          2          3          2            2            5            12          8            

-          1          54        33          11          44          119        84          

-          -          10        -            25          -            1            1            

-          -          5          1            5            5            13          -            

-          -          -          -            -            -            -            -            

-          4          100      56          46          62          146        142        

-          -          18        47          7            6            12          38          

3

4 　取下げとは、不服申立人が異議申立て又は審査請求を撤回したものをいう。

5 　却下とは、不服申立ての要件を欠いているため審査の対象にならないと判定したものをいう。

6 　棄却とは、原処分を適法又は妥当と認め不服申立てが認められなかったものをいう。

7 　取消し又は変更とは、原処分の全部又は一部に違法又は不当を認め、原処分の全部又は一部を取り消した判定をいう。

そ の 他 平成15年度 平成14年度 平成13年度 平成12年度 平成11年度

件 件 件 件 件 件 件 件

-          4          31        41          62          130        95          33          

-          15        93        31          11          56          159        106        処 分 に 係 る も の

-          -          -          -            -            -            -            -            不作為に係るもの

-          -          1          4            -            -            -            -            

-          19        125      76          73          186        254        139        

-          -          -          -            -            -            -            -            

-          1          5          6            -            10          25          13          

-          2          2          5            5            9            1            5            

-          2          40        31          23          104        93          22          

-          -          1          2            4            -            -            -            

-          -          5          1            -            1            5            4            

-          -          -          -            -            -            -            -            

-          5          53        45          32          124        124        44          

-          14        72        31          41          62          130        95          

みなす取下げとは、異議決定を経ないで審査請求がされた場合に取り下げられたものとみなされた異議申立て及び審査請求が
された日以前に異議申立てに係る処分の全部を取り消す旨の異議決定書の謄本を発している場合に取り下げられたものとみなさ
れた審査請求をいう。

免 許 等

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

酒 税

免 許 等

件

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

本
年
度
要
処
理

本 年 度 未 決 繰 越 件 数

一 部 取 消 件 数

変 更 そ の 他

本

年

度

処

理

済

-          

却 下 件 数

棄 却 件 数

-          

-          

計

前 年 度 未 決 繰 越 件 数

-          

取 下 件 数

み な す 取 下 件 数

計

全 部 取 消 件 数

徴収関係

件

-          

-          

-          

み な す 審 査 請 求 件 数

-          

-          

-          

本 年 度 未 決 繰 越 件 数

徴収関係

却 下 件 数

計
累 年 比 較

本

年

度

処

理

済

棄 却 件 数

全 部 取 消 件 数

一 部 取 消 件 数

み な す 取 下 件 数

本
年
度
要
処
理-          

-          

-          

本 年 度 に
申 立 て た

件 数

み な す 審 査 請 求 件 数

前 年 度 未 決 繰 越 件 数

計

変 更 そ の 他

累 年 比 較
計

計

取 下 件 数

区 分
酒 税

区 分

本 年 度 に
請 求 し た
件 数
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20

（１）  国側被告事件

所

得

税

法

人

税

資

産

税

消

費

税

酒

　
税

そ

の

他

小

　
計

行
政
事
件

執
行
停
止

損
害
賠
償

民

　
事

そ

の

他

簡
易
事
件

小

　
計

件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件

1       1       -       -       -       -       2       1       -       -       -       -       1       3       

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

2       -       1       -       -       -       3       1       -       -       -       -       1       4       

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

1       -       -       -       -       -       1       -       -       -       -       -       -       1       

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

1       -       -       -       -       -       1       -       -       -       -       -       -       1       

2       1       1       -       -       -       4       2       -       -       -       -       2       6       

所

得

税

法

人

税

資

産

税

消

費

税

酒

　
税

そ

の

他

小

　
計

行
政
事
件

執
行
停
止

損
害
賠
償

民

　
事

そ

の

他

簡
易
事
件

小

　
計

件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件

-       -       -       1       -       -       1       -       -       -       -       -       -       1       

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

-       -       -       -       -       -       -       1       -       -       -       -       1       1       

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

-       -       -       1       -       -       1       -       -       -       -       -       -       1       

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

-       -       -       1       -       -       1       -       -       -       -       -       -       1       

-       -       -       -       -       -       -       1       -       -       -       -       1       1       

   平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間における国税の賦課又は徴収に関する訴訟事件の事績

（注）  1    件数は、1訴状につき1件として掲げた。

2

区 分

第 一 審

前 年 度 末 係 属 件 数

課 税 関 係 徴 収 関 係

本年度に提起された件数

本

年

度

終

結

本 年 度 末 係 属 件 数

区 分

前 年 度 末 係 属 件 数

取 下 件 数

却 下 件 数

国 側 勝 訴 件 数

国側一部勝訴件数

国 側 敗 訴 件 数

本 年 度 末 係 属 件 数

本

年

度

終

結

本年度に提起された件数

和 解 件 数

そ の 他 の 件 数

計

計

徴 収 関 係

事 件 区 分 の 変 更 等
の 調 整 件 数

取 下 件 数

却 下 件 数

国 側 勝 訴 件 数

国側一部勝訴件数

国 側 敗 訴 件 数

差 戻 し 件 数

課 税 関 係

  「その他民事」欄には、強制執行又は仮差押え若しくは仮処分の執行に対する異議の訴え、仮差押え又は、仮処分命
令に対する異議申立て事件、仮登記のある差押不動産について、その権利者からの本登記事績の同意請求事件、第三
債務者からの債務不存在の確認請求事件を掲げた。

調査対象  ：

訴 訟 事 件

差 戻 し 件 数

和 解 件 数

そ の 他 の 件 数

計

事 件 区 分 の 変 更 等
の 調 整 件 数

計

上 告 審
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所

得

税

法

人

税

資

産

税

消

費

税

酒

　
税

そ

の

他

小

　
計

行
政
事
件

執
行
停
止

損
害
賠
償

民

 
事

そ

の

他

簡
易
事
件

小

　
計

件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件

-       2       -       -       -       -       2       3       -       -       -       -       3       5        

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -        

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -        

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -        取 下 件 数

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -        却 下 件 数

-       1       -       -       -       -       1       1       -       -       -       -       1       2        国 側 勝 訴 件 数

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -        国側一部勝訴件数

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -        国 側 敗 訴 件 数

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -        差 戻 し 件 数

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -        和 解 件 数

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -        そ の 他 の 件 数

-       1       -       -       -       -       1       1       -       -       -       -       1       2        計

-       1       -       -       -       -       1       2       -       -       -       -       2       3        

所

得

税

法

人

税

資

産

税

消

費

税

酒

　
税

そ

の

他

小

計

行
政
事
件

執
行
停
止

損
害
賠
償

民

事

そ

の

他

簡
易
事
件

小

　
計

件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件

1       3       -       1       -       -       5       4       -       -       -       -       4       9        

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -        

2       -       1       -       -       -       3       2       -       -       -       -       2       5        

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -        取 下 件 数

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -        却 下 件 数

1       1       -       1       -       -       3       1       -       -       -       -       1       4        国 側 勝 訴 件 数

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -        国側一部勝訴件数

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -        国 側 敗 訴 件 数

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -        差 戻 し 件 数

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -        和 解 件 数

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -        そ の 他 の 件 数

1       1       -       1       -       -       3       1       -       -       -       -       1       4        計

2       2       1       -       -       -       5       5       -       -       -       -       5       10      

用語の説明 ：1   取下げとは、原告が訴えを撤回したものをいう。

2   却下とは、訴訟要件又は上訴の要件が具備されていないため不適法として排斥されたものをいう。

3   差戻しとは、上級審で原判決を取消した場合に、審査をやり直させるため改めて控訴審又は第一審に移審されたもの

　をいう。

4   和解とは、争っている当事者が互いに譲歩して争いをやめたものをいう。

本 年 度 末 係 属 件 数

区 分

前 年 度 末 係 属 件 数

徴 収 関 係

本年度に提起された件数

本

年

度

終

結

計

審 級 別 合 計

課 税 関 係

本年度に提起された件数

本

年

度

終

結

本 年 度 末 係 属 件 数

区 分

前 年 度 末 係 属 件 数

控 訴 審

徴 収 関 係課 税 関 係

計

事 件 区 分 の 変 更 等
の 調 整 件 数

事 件 区 分 の 変 更 等
の 調 整 件 数
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（２）  国側原告事件(徴収関係)

支払督促 保全処分 強制執行 そ の 他

件 件 件 件 件 件 件 件 件

-            -            -            -            -            -            -            -            -            

-            -            -            -            -            -            -            -            -            

-            -            4            -            -            -            1            20          25          

-            -            -            -            -            -            -            -            -            

-            -            -            -            -            -            -            -            -            

-            -            -            -            -            -            -            -            -            

-            -            -            -            -            -            -            -            -            

-            -            -            -            -            -            -            -            -            

-            -            -            -            -            -            -            -            -            

-            -            -            -            -            -            -            -            -            

-            -            3            -            -            -            -            11          14          

-            -            3            -            -            -            -            11          14          

-            -            1            -            -            -            1            9            11          

支払督促 保全処分 強制執行 そ の 他

件 件 件 件 件 件 件 件 件

-            -            -            -            -            -            -            -            -            

-            -            -            -            -            -            -            -            -            

-            -            -            -            -            -            -            -            -            

-            -            -            -            -            -            -            -            -            

-            -            -            -            -            -            -            -            -            

-            -            -            -            -            -            -            -            -            

-            -            -            -            -            -            -            -            -            

-            -            -            -            -            -            -            -            -            

-            -            -            -            -            -            -            -            -            

-            -            -            -            -            -            -            -            -            

-            -            -            -            -            -            -            -            -            

-            -            -            -            -            -            -            -            -            

-            -            -            -            -            -            -            -            -            

調査対象等 ：    平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間において国側が原告となった徴収関係の事績

(注）    1    件数は、1訴状につき１件として掲げた。

2

詐害行為 名義変更 債権取立
そ の 他
民 事

簡 易 事 件
計

前 年 度 末 係 属 件 数

簡 易 事 件
計詐害行為 名義変更 債権取立

そ の 他
民 事

本 年 度 に 提 起 し た 件 数

前 年 度 末 係 属 件 数

本 年 度 末 係 属 件 数

区 分

上 告 審

本 年 度 末 係 属 件 数

本
 

年
 

度
 

終
 

結

却 下 件 数

国 側 勝 訴 件 数

国側一部勝訴件数

国 側 敗 訴 件 数

差 戻 し 件 数

区 分

第 一 審

計

取 下 件 数

事 件 区 分 の 変 更 等
の 調 整 件 数

事 件 区 分 の 変 更 等
の 調 整 件 数

取 下 件 数

本
 

年
 

度
 

終
 

結

却 下 件 数

国 側 勝 訴 件 数

本 年 度 に 提 起 し た 件 数

国側一部勝訴件数

計

  「その他」欄には、滞納者に代位する抵当権設定登記抹消請求事件、差押債権取立てのための即決の和解申立てをす
るもの、差押財産を滅失させた第三者に対する損害賠償請求事件について掲げた。

国 側 敗 訴 件 数

差 戻 し 件 数

和 解 件 数

そ の 他 の 件 数

和 解 件 数

そ の 他 の 件 数
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支払督促 保全処分 強制執行 そ の 他

件 件 件 件 件 件 件 件 件

-            -            -            -            -            -            -            -            -            

-            -            -            -            -            -            -            -            -            

-            -            -            -            -            -            -            -            -            

-            -            -            -            -            -            -            -            -            取 下 件 数

-            -            -            -            -            -            -            -            -            却 下 件 数

-            -            -            -            -            -            -            -            -            国 側 勝 訴 件 数

-            -            -            -            -            -            -            -            -            国側一部勝訴件数

-            -            -            -            -            -            -            -            -            国 側 敗 訴 件 数

-            -            -            -            -            -            -            -            -            差 戻 し 件 数

-            -            -            -            -            -            -            -            -            和 解 件 数

-            -            -            -            -            -            -            -            -            そ の 他 の 件 数

-            -            -            -            -            -            -            -            -            計

-            -            -            -            -            -            -            -            -            

支払督促 保全処分 強制執行 そ の 他

件 件 件 件 件 件 件 件 件

-            -            -            -            -            -            -            -            -            

-            -            -            -            -            -            -            -            -            

-            -            4            -            -            -            1            20          25          

-            -            -            -            -            -            -            -            -            取 下 件 数

-            -            -            -            -            -            -            -            -            却 下 件 数

-            -            -            -            -            -            -            -            -            国 側 勝 訴 件 数

-            -            -            -            -            -            -            -            -            国側一部勝訴件数

-            -            -            -            -            -            -            -            -            国 側 敗 訴 件 数

-            -            -            -            -            -            -            -            -            差 戻 し 件 数

-            -            -            -            -            -            -            -            -            和 解 件 数

-            -            3            -            -            -            -            11          14          そ の 他 の 件 数

-            -            3            -            -            -            -            11          14          計

-            -            1            -            -            -            1            9            11          

計

詐害行為

区 分
詐害行為 名義変更

前 年 度 末 係 属 件 数

本
 

年
 

度
 

終
 

結

本 年 度 に 提 起 し た 件 数

本 年 度 末 係 属 件 数

区 分

前 年 度 末 係 属 件 数

名義変更

審 級 別 合 計

債権取立
そ の 他
民 事

簡 易 事 件

本 年 度 末 係 属 件 数

計

本 年 度 に 提 起 し た 件 数

本
 

年
 

度
 

終
 

結

債権取立

控 訴 審

そ の 他
民 事

簡 易 事 件

事 件 区 分 の 変 更 等
の 調 整 件 数

事 件 区 分 の 変 更 等
の 調 整 件 数
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（１） 起訴事件数及び有罪に係る人員、金額

   平成16年1月1日から平成16年12月31日までの間における事績

（注）    内書は、懲役刑に罰金刑が併科されたものである。

（2）  犯則者違反行為別件数

   この表は、「（1）起訴事件数及び有罪に係る人員、金額」の「有罪件数」欄の内訳を示したものである。

2    外書は、ほ脱犯規定の適用のほかに、両罰規定も適用された件数である。

該 当 条 項

-                                      

-

xx

   第  164  条

x 合 計

    〃 x

- x

-                                      

x合　　　　　計

法 人 税

起            　　　　　　　                訴           

-                                      

-                                      

-                                      

x

x

申 告 所 得 税

区 分

消 費 税

-                                      

-                                      相 続 税

源 泉 所 得 税 -                                      

x

計

x

-                                      

-                                      

-                                      

x

-                                      

21 直 接 国 税 犯 則 事 件

件件 件

本 年 の 起 訴 件 数前年からの繰越未決件数

調査対象等  ：

件 数

申 告 所 得 税

該 当 条 項

合 計

所  得  税  法

    〃

外

-

-

-

   第  238  条

   第  244  条

(注） 1

法  人  税  法    第　159　条

法 人 税

件 数

外 件件

x

-
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内

-  申 告 所 得 税

-  法 人 税

-  相 続 税

-  源 泉 所 得 税

-  消 費 税

-  合 計

人（社）件 人

-              

件

区 分

千円

罰 金

有 罪 に 係 る 人 員 及 び 金 額

事   　　　　　　　                      件

件 件

左 の 内 訳

金 額
無罪件数

-              

x

-              

-              

-              

-              

-              

-              -              

x

x

-              

人 員

公 訴 権
消滅件数

未決件数
懲 役 刑 を
科 せ ら れ た
も の の 人 員

有罪件数

25,000            

14,000            

-                    

-                    

-              

x

-              

x

-              

x 39,000             

-              

-              

-              -                    

-              -              

-              -              

-              

-              

-              

-              

-              

x

x

-              

-              

-              
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22     間 接 国 税 犯 則 事 件

（１）  検挙及び処理状況

酒類等製造者 酒類販売業者

件 件 件 件 件 件

-                  -                  -                  -                  -                  -                  

-                  -                  -                  -                  -                  -                  

-                  -                  -                  -                  -                  -                  

 告 収 税 官 吏 -                  -                  -                  -                  -                  -                  

 発 そ の 他 -                  -                  -                  -                  -                  -                  

-                  -                  -                  -                  -                  -                  

-                  -                  -                  -                  -                  -                  

-                  -                  -                  -                  -                  -                  

-                  -                  -                  -                  -                  -                  

-                  -                  -                  -                  -                  -                  

千円 千円 千円 千円 千円 千円

-                  -                  -                  -                  -                  -                  

-                  -                  -                  -                  -                  -                  

ほ 脱 犯 秩 序 犯 計 ほ 脱 犯 秩 序 犯 計

件 件 件 件 件 件

-                  -                  -                  -                  -                  -                  

-                  -                  -                  -                  -                  -                  

-                  -                  -                  -                  -                  -                  

 告 収 税 官 吏 -                  -                  -                  -                  -                  -                  

 発 そ の 他 -                  -                  -                  -                  -                  -                  

-                  -                  -                  -                  -                  -                  

-                  -                  -                  -                  -                  -                  

-                  -                  -                  -                  -                  -                  

-                  -                  -                  -                  -                  -                  

-                  -                  -                  -                  -                  -                  

千円 千円 千円 千円 千円 千円

-                  -                  -                  -                  -                  -                  

-                  -                  -                  -                  -                  -                  

   平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間における事績

1   通告処分とは、犯則者に対し罰科金に相当する金額、没収品等を納付すべき旨を通告したものをいう。

2   通知処分とは、犯則の心証を得なかったものについてその旨を通知したものをいう。

た ば こ 税

犯則者が判明
し な い も の

計

犯 則 に 係 る 税 額

免 許 者
非 免 許 者

石 油 石 炭 税

本 年 度 末 処 理 未 済 件 数

処

理

済

件

数

要処理
件   数

前年度からの繰越処理未済

不 告 発

処 分 前 公 訴 権 消 滅

通 告 処 分 罰 科 金 相 当 額

区 分

酒 税

区 分

小 計

犯 則 に 係 る 税 額

要処理
件   数

処

理

済

件

数

通 告 処 分

不 問 処 分

通 知 処 分

不 告 発

処 分 前 公 訴 権 消 滅

調査対象等  ：

用語の説明  ：

検                         挙

通 告 処 分

不 問 処 分

通 知 処 分

前年度からの繰越処理未済

検                         挙

通 告 処 分 罰 科 金 相 当 額

本 年 度 末 処 理 未 済 件 数
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件 件 件 件 件 件 件

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

件 件 件 件 件

-                    -                    -                    -                    -                    

-                    -                    -                    -                    -                    

-                    -                    -                    -                    -                    

-                    -                    -                    -                    -                    

-                    -                    -                    -                    -                    

-                    -                    -                    -                    -                    

-                    -                    -                    -                    -                    

-                    -                    -                    -                    -                    

-                    -                    -                    -                    -                    

-                    -                    -                    -                    -                    

千円 千円 千円 千円 千円

-                    -                    -                    -                    -                    

-                    -                    -                    -                    -                    

3   不問処分とは、犯則の心証を得たが軽微な犯則事件等で、通告処分又は告発を行わなかったものをいう。

4   収税官吏とは、犯則事件の調査のため、質問、検査、領置、臨検、捜索、差押等を行うことができる国税職員をいう。

秩 序 犯ほ 脱 犯

たばこ特別税

計秩 序 犯ほ 脱 犯計
地 方 道 路 税

-                                             

-                                             

石 油 ガ ス 税揮 発 油 税

-                                             

千円

取 引 所 税

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

印 紙 税 航 空 機 燃 料 税
電 源 開 発
促 進 税

-                                             

合 計

件

-                                             

-                                             
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（2）  通告処分及び履行状況

  平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間における間接国税の犯則事件

  不履行とは、通告処分を履行しなかったものをいう。

-                                    -                                    -                                    

千円

要
履
行
件
数

履
行
等
件
数

-                                    

千円

-                                    

千円

-                                    

-                                    

-                                    

-                                    -                                    

-                                    

-                          

件 件

-                                    -                                    

件

千円

-                          -                          -                          

-                          

-                          

千円 千円 千円

-                          -                          -                          

-                          

-                          

-                          -                          

-                          

-                          -                          -                          

-                          -                          

-                          

-                          -                          

-                          

-                          

-                          -                          

-                          

-                          

-                          

-                          

-                          

計

酒 税

免 許 者

件 件 件

酒 類 販 売 業 者酒 類 等 製 造 者

件

非 免 許 者
区 分

区 分

通 告 履 行 罰 科 金 相 当 額

-                          

-                          

-                          

-                          

-                          

通 告 後 公 訴 権 消 滅

通 告 履 行

-                                    

石 油 石 炭 税

ほ 脱 犯 秩 序 犯 計

-                                    -                                    

-                                    

-                                    

-                                    

-                                    

-                                    

-                                    

-                                    

-                                    

-                                    

-                                    

-                                    

計

前年度からの繰越処理未済

本 年 度 末 履 行 未 済 件 数

要
履
行
件
数

通 告 処 分

計

前年度からの繰越処理未済

通 告 処 分

計

通告不履行による告発

通 告 後 公 訴 権 消 滅

通 告 履 行

調査対象等  :

用語の説明  :

本 年 度 末 履 行 未 済 件 数

履
行
等
件
数

通 告 履 行 罰 科 金 相 当 額

通告不履行による告発

計
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-                                    

-                                    

-                                    

-                                    

-                                    -                                    

-                                    

-                                    -                                    

-                      -                      

-                      

-                      -                      

-                                    

-                      

-                      

千円 千円 千円 千円 千円 千円

-                      -                      

-                      -                      -                      -                      

-                      

-                      -                      

-                      

-                      -                      

-                      

-                      

-                      

-                      -                      

件

-                      -                      -                      

-                      -                      -                      

件件 件 件

秩 序 犯 計

揮 発 油 税

-                                    

件

石 油 ガ ス 税

ほ 脱 犯 秩 序 犯 計ほ 脱 犯

-                                    

-                                    

-                                    

-                                    

千円

-                                    

-                                    

-                                    

-                                    -                                    

-                      

-                      -                      

件

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      -                      -                      

-                                    -                                    

件

-                      

-                      

-                      -                      

-                      

-                      -                      

-                      

-                      

-                      

-                                    

-                                    

-                                    

-                                    

-                      -                      -                      

-                      

た ば こ 税

ほ 脱 犯 秩 序 犯 計

件 件

-                                    

-                                    

-                                    -                                    -                                    -                                    

千円 千円 千円

合 計

-                                    

-                                    -                                    -                                    
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（3）  酒税の違反行為別検挙の状況

件 数 税 額 件 数 税 額 件 数 税 額

件 l kg 千円 件 l kg 千円 件 l kg 千円

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

第56条第1項 第 1号 -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

〃 第 2号 -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

〃 第 3号 -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

〃 第 4号 -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

〃 第 5号 -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

〃 第 6号 -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

〃 第 7号 -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

犯則者が判明しないもの -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

酒 類 卸 売 業 者

犯 則 数 量 犯 則 数 量

第 59 条

第 60 条

合 計

第 54 条

第 55 条

免 許

第 58 条

区 分

犯 則 数 量

酒 類 製 造 者 酒 母 ・ も ろ み 製 造 者
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件 数 税 額 件 数 税 額 件 数 税 額

件 l kg 千円 件 l kg 千円 件 l kg 千円

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       第56条第1項 第 1号

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       〃 第 2号

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       〃 第 3号

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       〃 第 4号

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       〃 第 5号

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       〃 第 6号

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       〃 第 7号

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

犯 則 数 量

酒 類 小 売 業 者

犯 則 数 量

計

者

非 免 許 者

犯 則 数 量

区 分

第 54 条

第 55 条

第 58 条

第 59 条

第 60 条

合 計

犯則者が判明しないもの



152   間接国税犯則事件

（4）  酒税以外の間接税の違反行為別検挙の状況

件 数 件 数 件 数 件 数

件 件 件 件

第27条 第 1 項 第 1 号 -     第15条 第 1 項 第 1 号 -     第28条 第 1 項 第 1 号 - 第24条 第 1 項 第 1 号 -     

〃 〃 第 2 号 -     〃 〃 第 2 号 -     〃 〃 第 2 号 -     〃 〃 第 2 号 -     

第28条 第 1 号 -     第15条の2 -     第29条 第 1 号 -     第25条 第 1 号 -     

〃 第 2 号 -     〃 第 2 号 -     〃 第 2 号 -     

〃 第 3 号 -     〃 第 3 号 -     

第26条 第 1 号 -     

第29条 第 1 号 -     第30条 第 1 号 -     〃 第 2 号 -     

〃 第 2 号 -     〃 第 2 号 -     〃 第 3 号 -     

〃 第 3 号 -     〃 第 3 号 -     〃 第 4 号 -     

〃 第 4 号 -     〃 第 4 号 -     

-     -     -     -     

件 数 件 数 件 数 件 数

件 件 件 件

第28条 第 1 項 第 1 号 -     第14条 第 1 項 -     第22条 第 1 項 第 1 号 -     第20条 第 1 項 第 1 号 -     

〃 〃 第 2 号 - 〃 〃 第 2 号 -     〃 〃 第 2 号 -     

第15条 第 1 号 -     

第29条 第 1 号 -     〃 第 2 号 -     第23条 -     第21条 第 1 号 -     

〃 第 2 号 -     〃 第 2 号 -     

第24条 -     〃 第 3 号 -     

第30条 第 1 号 -     

〃 第 2 号 -     第25条 第 1 号 -     -     

〃 第 3 号 -     〃 第 2 号 -     

〃 第 4 号 -     〃 第 3 号 -     

-     〃 第 4 号 -     件 数

第13条 第 1 項 -     

件数 第26条 第 1 号 -     第14条 第 1 号 -     

第21条 第 1 項 第 1 号 -     〃 第 2 号 -     〃 第 2 号 -     

〃 〃 第 2 号 -     〃 第 3 号 -     

第22条 -     

-     -     -     -     

該 当 条 項

合      計合      計 合      計

該 当 条 項該 当 条 項

該 当 条 項

合      計

該 当 条 項

合      計

た ば こ 特 別 税

合      計 合      計

石 油 石 炭 税

該 当 条 項

合      計

た ば こ 税 印 紙 税取 引 所 税 航 空 機 燃 料 税

揮 発 油 税 地 方 道 路 税 石 油 ガ ス 税

該 当 条 項該 当 条 項

合      計

合      計

電 源 開 発 促 進 税

該 当 条 項該 当 条 項



税理士  153

税務署別税理士登録者数の状況  

弁 護 士 公 認 会 計 士 税 理 士

人 人 人 人

1,256                       4                             117                         1,135                       

1,258                       4                             118                         1,136                       

1,264                       4                             119                         1,141                       

1,263                       4                             117                         1,142                       

1,258                       3                             120                         1,135                       

424                         1                             52                           371                         

504                         -                             43                           461                         

330                         2                             25                           303                         

196                         1                             24                           171                         

128                         -                             20                           108                         

52                           -                             5                             47                           

48                           -                             3                             45                           

316                         -                             35                           281                         

50                           -                             1                             49                           

82                           -                             6                             76                           

16                           -                             -                             16                           

40                           -                             1                             39                           

174                         2                             19                           153                         

25                           -                             2                             23                           

70                           -                             3                             67                           

13                           -                             -                             13                           

16                           -                             -                             16                           

32                           -                             1                             31                           

  各年度6月30日現在

  ただし、14年度は15年4月30日現在

  総務課調

区 分

石 川 県

福 井 県

富 山 県

〃 13 〃

〃 16 〃

23　　税 理 士 の 登 録 者 数

登 録 税 理 士

調査時点  :

敦 賀

武 生

小 浜

大 野

輪 島

福

井

県

石

川

県

富

山

県

資料  :

富 山

高 岡

魚 津

砺 波

金 沢

七 尾

小 松

三 国

福 井

平 成 12 年 度

〃 15 〃

〃 14 〃

松 任



154   税務相談及び苦情

（１）  受理状況

件

外 53,343

外 40,119

外 16,606

外 10,547

外 7,295

  平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間における税務相談室の相談及び苦情の状況

（注）   外書はタックスアンサーの利用件数である。

（2）税目別受理件数

苦情件数

件 件 件 件 件 件 件 件 件

106,430 60 12,958 24,691 11,136 22,852 8,636 16,758 9,399

5,801     2          649      1,745   570      1,078   328      755      676      

51,855   23         5,276   12,348 5,768   11,018 4,120   7,774   5,551   

3,234     27         1,044   602      166      540      236      576      70       

9,454     -          1,049   2,487   814      2,062   821      1,612   609      

20,998   4          2,264   4,542   2,208   4,516   2,015   3,977   1,476   

3,519     -          649      708      338      706      297      609      212      

1,480     3          270      235      133      351      72       260      159      

1,520     -          261      283      152      334      104      256      130      

1,873     -          168      455      205      508      145      330      62       

6,696     1          1,328   1,286   782      1,739   498      609      454      

24,691

11,136

22,852

8,636

1,873      

6,695      

受 理 件 数

129,332

130,186

115,684

113,282

106,430

12,958

20,994    

3,519      

1,477      

1,520      

5,799      

51,832    

3,207      

9,454      

22,839                           

富山分室 武生分室

16,758

9,399

相談件数

件

106,370

高岡分室 小松分室

0

15

4

福井分室

13

106,370                          

13

60

24,678                           

12,943                           

武 生 分 室 9,399                             

苦 情 件 数相 談 件 数

8,631                             

16,748                           

5

10

件件

小 松 分 室

〃 16 〃

福 井 分 室

局 相 談 室

金 沢 分 室

高 岡 分 室

富 山 分 室

11,132                           

調査対象等  :

一 般

受理件数区 分

譲 渡

所
得
税

資
産
税

総 数

局相談室 金沢分室

24    税 務 相 談 及 び 苦 情

管 理 徴 収

区 分

平 成 12 年 度

消 費 税

そ の 他

129,262                          

 

そ の 他

源 泉

一 般

法 人 税

間
接
税

地 方 税

70

65

〃 15 〃 113,224                          58

53

〃 13 〃 130,121                          

〃 14 〃 115,631                          


	その他



